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被災者生活再建支援制度 

  

 
 

 

 地震や台風などの自然災害により住宅や家財等の生活基盤に著しい被害を受

けた世帯に、自立した生活再建の開始を支援するため、被災者生活再建支援金

（以下、「支援金」といいます。）を支給するものです（※１）。 

 受け取ることができる支援金の額は、住宅の被災の程度、世帯の収入や世帯

の人数等によって異なりますが、日常生活用品の購入などの経費（※２）に対し

最高１００万円、被災住宅の解体・撤去等経費、住宅再建のための借入金に対

する利息や借家の家賃などの経費（※３）に対し最高２００万円、合計で最高３

００万円を受け取ることができます。 

 

※１ 根拠法令：被災者生活再建支援法（平成１０年５月制定） 

※２ 生活関係経費といいます。 

※３ 居住関係経費といいます。 

 

 

 

 

☆ 著しい被害を受けた世帯が対象です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば・・・  住宅が「全壊」した世帯 

        住宅が「大規模半壊」した世帯 等が対象になります。 

0～ 2 0 %未 満 住 宅 の 経 済 的
半 壊 損 害 割 合

全 壊半 壊
（大 規 模 半 壊 除 く ）

2 0 %～ 5 0 %未 満 5 0 %以 上

大 規 模
半 壊

4 0 %～
5 0 %

3 0 4 0 5 0

対 象対 象 外
 

※「半壊」世帯も、やむを得ず解体した場合は対象になります。

※「全壊」「半壊」等の判定は市町村が行います。
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☆ 世帯の年収や人数などに応じて受給限度額があります。 

     ※年収・年齢によっては受給できない場合があります。 

 

年収

800万円

700万円

500万円

年齢
20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～55歳 55～59歳 60歳以上

全壊

大規模半壊

複数世帯 単数世帯

300万円 225万円

100万円 75万円

全壊

大規模半壊

複数世帯 単数世帯

150万円 112.5万円

50万円 37.5万円

持家

持家

全壊

大規模半壊

複数世帯 単数世帯

200万円 150万円

100万円 75万円

借家

全壊

大規模半壊

複数世帯 単数世帯

100万円 75万円

50万円 37.5万円

借家

対象外

 
 

 

 

☆ 対象となる経費が定められています 

 

 

 

 

 

 

 

○生活に必要な物品の購入費 

冷蔵庫、洗濯機、テレビ等 

○災害を原因とする医療費 

○住宅の引越し代、交通費 

○住宅を賃借する場合の礼金 

生活関係経費 

○民間賃貸住宅の家賃・仮住まいのための経費 

（５０万円が限度） 

○被災住宅の解体（除去）・撤去・整地費 

○住宅の建設、購入、補修のためのローン利子 

○ローン保証料その他住宅の建替等に係る諸経費

居住関係経費 
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支援制度の対象となるのは、一定規模以上の自然災害です。 

 

支援制度の基本的な仕組みは、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金

を活用して、被災者に支援金を支給し、それを国が支援しようとするものです。

このような制度の趣旨から、本制度の対象となるのは一定規模以上の自然災害

になります。 

自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の

異常な自然現象により生ずる被害のことをいいます。 

支援制度の対象となる災害は以下の通りです。 

 

（１）災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する

被害が発生した市区町村における自然災害 

（２）10 世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村における自然災害 

（３）100 世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

（４）5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、上記（1）～（3）の区域に隣

接する市区町村（人口 10 万人未満に限る。）における自然災害 

 

 なお、この制度の対象となる自然災害が発生した場合には、都道府県からそ

の旨が公示されます。 

 

 
例えば・・・ 市町村の区域で１０世帯以上の住宅全壊被害が発生した自然災害 

都道府県の区域で１００世帯以上の住宅全壊被害が発生した自然災害 等 

市町村

市町村で１０世帯以上の全壊　→　対象となる

市町村

市町村で被害なし　→　対象とならない

市町村

市町村で１０世帯未満の全壊　→　対象とならない

市町村

市町村で１０世帯未満（５世帯以上）の全壊　→
　　上記(1)～(3)に隣接していれば対象となる

都道府県

市町村

市町村で１０世帯未満の全壊　→　対象とならない

都道府県で１００世帯以上の全壊　→　対象となる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市町村単位で適用になっていないものも対象になる）

※対象となる自然災害は都道府県が公示します。
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住宅が全壊した世帯その他これに準ずる程度の被害を受けた世帯（※）です。 

※ 被災者生活再建支援法第２条第２号より 

 

支援金を受給できる世帯は、支援制度の対象となる自然災害により「生活基

盤に著しい被害を受けた」世帯です。具体的には、住宅の被災の程度（※）など

を基準として、以下のような世帯をいいます。 

 

※ 住宅の被災の程度とは、災害により被災した住宅の被害程度（全壊、半壊等）のことであり、そ

の認定は市町村が行います。 

 

 

○住宅が全壊した世帯（全壊世帯） 

○住宅が半壊しやむを得ず解体した世帯（半壊解体世帯）（※１） 

○火砕流等により長期避難を余儀なくされた世帯（長期避難世帯）（※２） 

○住宅が大規模半壊した世帯（大規模半壊世帯）（※３） 

 

※１ 居住する住宅が半壊し、その住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、その

住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむ

を得ない事由により、その住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯 

※２  火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住

する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込ま

れる世帯 

※３  居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令第１条第３号に規定す

る構造耐力上主要な部分をいう。）の補修を含む大規模な補修を行わなければその住宅に居

住することが困難であると認められる世帯（上記※１、※２の世帯を除きます。） 

 

 

 

 

 生活関係経費 居住関係経費 

全壊 支給されます 支給されます 

大規模半壊（※） 支給されません 支給されます 

半壊（※） 支給されません 支給されません  

一部損壊 支給されません 支給されません 

（※）大規模半壊世帯、半壊世帯は、やむを得ない事由により解体した場合は支

給されます。 
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世帯の収入や世帯主の年齢等を基準に、受給できる世帯を定めています。 

世帯の収入や世帯主の年齢、世帯人数等を基準に、受給限度額を定めています。 

 

支援金を受給できる世帯は、「生活基盤に著しい被害を受けた」世帯であると

ともに、「経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難な」世帯で

す。具体的には、世帯の収入や世帯主の年齢等を基準として、以下の通りとな

ります。 

 

表－1 全壊世帯、半壊解体世帯等（万円） 

居住関係経費 
世帯収入の合計額 

世帯

人数

生活関係

経  費  うち家賃等 
合計 

複数 100 200 50 300年収 500 万円以下 

世帯主の年齢不問 単数 75 150 37.5 225

複数 50 100 25 150世帯主の年齢 45 歳以上又は要援護

世帯で年収500万円超700万円以下 単数 37.5 75 18.75 112.5

複数 50 100 25 150世帯主の年齢 60 歳以上又は要援護

世帯で年収700万円超800万円以下 単数 37.5 75 18.75 112.5

※被災住宅が自己所有でない場合は、居住関係経費（家賃等を除く。）は上記表の 1/2 となります。 

※被災時に居住していた都道府県以外（隣接市区町村を除く。）に移転する場合は、支援金は 1/2 とな

りますが、限度額は変更されません。 

 

表－2 大規模半壊世帯（単位：万円） 

居住関係経費 
世帯収入の合計額 

世帯

人数

生活関係

経  費  うち家賃等 
合計 

複数 － 100 50 100年収 500 万円以下 

世帯主の年齢不問 単数 － 75 37.5 75

複数 － 50 25 50世帯主の年齢 45 歳以上又は要援護

世帯で年収500万円超700万円以下 単数 － 37.5 18.75 37.5

複数 － 50 25 50世帯主の年齢 60 歳以上又は要援護

世帯で年収700万円超800万円以下 単数 － 37.5 18.75 37.5

＊大規模半壊世帯については居住関係経費のみ支給対象になります。 
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世帯収入 

「世帯収入」とは、世帯の中で収入のある全員の方の収入の合計額です。 

 

支援制度は、原則として「世帯収入」が５００万円以下の世帯を対象として

います。しかし、高齢世帯（世帯主が６０歳以上）や、母子世帯・生活保護世

帯といった要援護世帯、中高年齢層世帯（世帯主が４５歳以上６０歳未満で、

収入はあっても教育費等の平常時における負担も重い時期で、被災時には財産

的損失も加わり、経済的に厳しい状況にあると考えられる世帯）については、

収入の限度額が引き上げられています。 

 

 

 

世帯の年収 

500 万円以下 

世帯の年収 

500 万円超え 

700 万円以下 

世帯の年収が 

700 万円超え 

800 万円以下 

世帯の年収が 

800 万円以上 

世帯主の年齢 

45 歳未満 

45 歳未満の場合 

支給されません 

世帯主年齢が 

45 歳以上 60 歳未満 

60 歳未満の場合 

支給されません 

世帯主年齢が 

60 歳以上 

年齢に関係なく 

支給されます 45 歳以上の場合 

支給されます 60 歳以上の場合 

支給されます 

年齢に関係なく 

支給されません 

 

収入の算定は、居住する住宅が災害により被害を受けた日（被災日）の属す

る年の前年の収入（当該被災日が１月から５月までの間である場合は、前前年

の収入）について行います。 

収入額の算定は、その収入が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の市

区町村民税に係る総所得金額を用い、表－３の左欄の総所得金額の区分に応じ、

右欄の算定式により計算した額となります。 

表－3 

総所得金額（※） 収入 

９７万５千円以下 総所得金額＋６５万円 

９７万５千円を超え、１０８万円以下 総所得金額÷０．６ 

１０８万円を超え、２３４万円以下 （総所得金額＋１８万円）÷０．７ 

２３４万円を超え、４７４万円以下 （総所得金額＋５４万円）÷０．８ 

４７４万円を超え、７８０万円以下 （総所得金額＋１２０万円）÷０．９ 

７８０万円を超える （総所得金額＋１７０万円）÷０．９５ 

※「総所得金額」は、収入金額から必要経費等を差し引いたもので、地方税法第３１３条第１項に規

定するものをいいます。 

上記で算定された各世帯員の収入を合計します。これが「世帯収入」です。 
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世帯主の年齢等の基準 

 

世帯主の年齢、世帯員数及び要援護世帯（※）等の認定は、原則として当該自

然災害が発生した日を基準とします。 

 

※要援護世帯 

心神喪失・重度知的障害者世帯 心神喪失の常況にある方又は児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福

祉センター、精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた方が同居

している世帯 

１級の精神障害者世帯 １級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が同居している世帯 

１、２級の身体障害者世帯 １～２級の身体障害者手帳の交付を受けている方が同居している世帯 

１級の障害基礎年金受給者世

帯 

国民年金法による障害基礎年金の等級が１級であることが確認できる年金証書

を受けている方が同居している世帯 

１級の特別児童扶養手当受給

者世帯 

特別児童扶養手当を支給されている障害等級が 1 級の障害児又は障害児福祉手

当が支給されている重度障害児、特別障害者手当が支給されている特別障害者、

国民年金法等の一部を改正する法律により福祉手当が支給されている方が同居

している世帯 

特別項症から第３項症の戦傷

病者手帳保持者世帯 

戦傷病者手帳の交付を受けている方で、精神上又は身体上の障害の程度が恩給

法の特別項症から第３項症までの方が同居している世帯 

原子爆弾被爆者世帯 被爆者健康手帳の交付を受けている方で、厚生労働大臣の認定を受けている方

が同居している世帯 

公害健康被害者世帯 公害医療手帳の交付を受けている方で、障害の程度が特級～2 級に該当する方

が同居している世帯 

就床の常況にある複雑な要介

護者世帯 

常に就床を要し、複雑な介護を要する方が同居している世帯 

65 歳以上の障害者世帯 精神又は身体に障害のある 65 歳以上の方でその障害の程度が、上に掲げる心神

喪失・重度知的障害者世帯又は 1、2級の身体障害者世帯に準ずる方が同居して

いる世帯 

治療方法未確立の疾病その他

特殊疾病患者世帯 

原因不明、治療方法未確立であり後遺症を残す恐れが少なくない疾病、経過が

慢性にわたり、介護等に著しく人手を要し、家族の精神的負担等が大きい疾病

にり患している方が同居している世帯 

母子・父子世帯 配偶者のいない方が児童を扶養している世帯（児童とは、被災日において満 18

歳未満の方又は 20 歳未満で一定の障害の状態にある方をいいます。） 

父母のいない児童世帯 父母の両方がいない児童又は父母に監護されていない児童が同居している世帯

生活保護世帯 生活保護法による要保護者である者が属する世帯 

  




